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教育目標  「調和のとれた人間性豊かな生徒の育成」 
       （１）確かな学力・・自ら学んでいく生徒を育成する 
       （２）豊かな心・・他者を思いやる生徒を育成する 
       （３）健やかな体・・健康で活力のある生徒を育成する 
 
 重点目標  ◇お互いを認め合い、より良い人間関係を作ることのできる生徒の育成 

・人の痛みのわかる思いやりの心を育てる 
・自他の命を大切にする 

       ◇「時を守り 場を浄め 礼を正す」ことのできる生徒の育成 
        日常の五心（素直な心・反省の心・奉仕の心・謙虚な心・感謝の心）の充実 
           「場に応じた、あいさつ ができる」 

春～出会い～ 

 

校長 後藤 洋美 

 

 前原中学校の皆さん、はじめまして。４月は、初日から雨模様で肌寒く、開花した桜もまだ見る

ことができています。 

 令和８年度がスタートし、２，３年生は進級おめでとうございます。本日着任した新しい職員が

前原中学校に加わり、これから保護者や地域の皆様とともに学校づくりができることを大変嬉しく

思います。生徒の皆さんのどんな姿が毎日見られるか、本当に楽しみでもあります。 

 ４月は新たな出会いがあります。新１年生の入学、新しい先生との出会い、そして、進級した新

しい自分との出会いがあるのです。これまでの自分ではなく、成長した自分に気づくでしょう。数字

は「ひとつ」の学年が上がりますが、間違いなく自分の成長に嬉しい気持ちになるものです。自信

に満ちた姿で、さまざまなことに目標をもって励んでほしいと思います。授業の中でも、クラスの中

でも、行事や部活動でも、何でもいいので挑戦できることは何かを探しましょう。 

 

本年度の教育目標は、「前原スタイル」を方針として教育活動に取り組みます。 

調和のとれた人間性豊かな生徒の育成 

 （１）確かな学力 自ら学んでいく生徒を育成する 

 （２）豊かな心 他者を思いやる生徒を育成する 

 （３）健やかな体 健康で活力のある生徒を育成する 

 

一年間、本校の教育活動に御理解と御協力をいただきますよう、よろしくお願いいたします。 



 

 

◇ 就学援助のお知らせ 
「就学援助制度」は、経済的理由により学校で必要となる諸経費についてお困りの保護者に対して、

その一部を援助する制度です。就学援助の認定者は校外活動費等の補助や給食費の免除が受けられま

す（但し、学校徴収金は納付が必要です）。申請を希望する方は、学校・教育委員会学務課・船橋駅前

総合窓口センターにある「令和８年度就学援助 申請書 兼 同意書」（市ホームページからもダウンロ

ード可能）に必要事項を記入し必要書類を添付して、学校へ提出してください。解雇や疾病等による

失業等特別な事情がある方は令和８年の収入での審査が可能な場合がありますので、教育委員会学務

課までお問い合わせください。 

問合せ先 :  

就学援助制度について  学務課       ０４７‐４３６‐２８５２ 

学校給食費について    保健体育課   ０４７‐４３６‐２４１８ 

市ホームページ 

https://www.city.funabashi.lg.jp/kodomo/teate/005/p008693.html 

※船橋市外から通学されている方は、住所地の教育委員会就学援助担当課へお問い合わせください。 

◇ 個人名や写真の掲載について 

例年、学校便りや学年・学級便り等で、学校行事や部活動等での生徒の活躍や功績をお知ら

せしてきました。今年度もお子様の氏名や写真を掲載するにあたり、個人情報保護法により

保護者の方の同意が必要となりますので、同意いただけますようお願いいたします。個人名

や写真の掲載を希望されないご家庭におかれましては、教頭までご連絡ください。 

◇ 学校における合理的配慮の提供について 

平成２８年４月１日から、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」の施行に

より、「障害者に対して不当な差別的取扱いを行うこと」が禁止されると共に、国・地方公

共団体（公立学校を含む）において、合理的配慮の提供が義務となっております。学校にお

いては、障害のある児童生徒が安心して学校生活を送ることができるよう、個々の教育的ニ

ーズに応じた教育の充実に努めて参ります。「合理的配慮の提供」について、ご質問やご要

望がある場合は、学校までご相談ください。 

◇ 配付物のペーパーレス化について 

前原中学校では、「ご家庭へ直接配信できること」「資源削減のためのペーパーレス化」

のため、学校だよりや PTA総会資料などを、学校ホームページ掲載やメール配信にてお知ら

せしております。紙媒体を希望されるご家庭は、お子様を通じて学級担任にお申し出くださ

い。ご理解ご協力のほど、よろしくお願いいたします。 

 

前原中学校ホームページ 

 https://www.city.funabashi.lg.jp/gakkou/0002/maehara-j/index.html 


